
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４回介護施設の在り方に関する委員会（平成 1
9 年５月 1
8 日） 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ニッポンがおかしい 08！で 大激論！ 

平成２０年 1 月８日（19 時より） フジテレビ系列 放 映 
介護保険機能崩壊！ 利用者ニーズは無視！ 

特養ホーム入所者 39 万人、そして待機者 38.5 万人 
これだけのニーズがありながら、Ｈ15 からの「脱施設・特養解体」路線変わらず！ 
                                                                着々と「在宅・小規模化」へ  

平
成
15
年
４
月
、
中
村
秀
一
老
健

局
長
が
唱
え
た
「
特
養
解
体
」
そ
し
て

「
小
規
模
・
多
機
能
・
地
域
密
着
」
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
路
線
。
特
養
ホ
ー

ム
へ
の
待
機
者
の
願
い
を
無
視
し
た
形

で
着
々
と
進
行
し
て
い
ま
す
。 

即
ち
、
各
都
道
府
県
で
療
養
病
床

再
編
の
た
め
に
策
定
さ
れ
る
「
地
域
ケ

ア
体
制
整
備
構
想
」
で
は
、
施
設
系
サ

ー
ビ
ス
は
縮
減
し
、
上
図
の
如
く
、
同

居
の
重
度
者
（
要
介
護
４
・
５
）
６
割
と

中
・
軽
度
者
（
要
介
護
１
～
３
）
の
ほ
と

ん
ど
の
方
は
自
宅
で
介
護
を
受
け
ざ

る
を
得
な
い
計
画
が
示
さ
れ
て
い
ま

す
。 「

介
護
を
地
域
に
戻
す
」
、
「
地
域

力
で
、
見
守
り
支
え
る
」
こ
の
よ
う
な

非
現
実
的
な
理
想
論
で
は
、
「
不
安
」

い
っ
ぱ
い
で
す
。 

理
念
の
み
先
行
す
る
施
策
の
実
施

で
多
く
の
介
護
を
必
要
と
す
る
人
達

と
そ
の
家
族
は
泣
き
、
介
護
難
民
続

出
が
予
想
さ
れ
ま
す
。 

「
地
域
力
は
施
設
あ
っ
て
こ
そ
」
、
特

養
ホ
ー
ム
と
い
う
「
よ
り
所
」
が
あ
っ
て

こ
そ
「
安
心
」
な
地
域
介
護
が
構
築
で

き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚労省の不作為、抜本的解決できず 
･･･制度改革なくして、措置体質で牧歌的と･･･ 

医療保険 
 ﾏｲﾅｽ ４,０００億円 

介護保険 
 ﾌﾟﾗｽ  １,０００億円 

療養病床再編で 医療療養病床から 9 万人余・2,950 億円 が 

 介 護 領 域 へ   介護保険財政は パ ン ク！ 

供給体改革、社会福祉法人改革 なくして ････人材流出、 
魅力ある介護現場づくり、虐待･身体拘束､再生産･･･抜本解決なし 

名誉職的理事長･理事(80%)･････権限､責任､ガバナンス なし 

荒れた介護現場､人材流出､人材難  
・低賃金、労働環境の悪化 

･･･体力的負担、・・・社会的評価低い 
・・・重度者増 
 

・介護職の医行為 
･･･重度化対応 
・・・法的違反に苦悩する現場 

夜間･緊急時の軽微な処置（要介護５） 
喀痰吸引 39.5%･胃ろうの処置 18.4% 
 

・虐待・身体拘束、介護過誤 
･･･リスクマネジメントできず 

職員の７割は高齢者虐待防止法を 
理解していない 
 

・適正な利益処分ができない 
･･･財務管理､再生産できず 

法人経営不在・事業規模零細 
・非正規増で利益を 

次々とハードルを下げ、優遇転換支援策を･･ 

最後に、老健居室面積基準（８㎡）の 

居住性を無視し、６.４㎡で２０年の経過措置を

ハードル低く 医療費削減 
 ﾏｲﾅｽ ３,３２４億円   
介護保険は 
 ﾌﾟﾗｽ２,９５０億円に 

厚
労
省
試
算 

社
会
福
祉
法
人
は
、
昭
和
26
年
、
憲

法
第
89
条
の
公
的
助
成
（
禁
止
）
の
受
け

皿
と
し
て
作
ら
れ
、
法
人
運
営
は
寄
附

と
措
置
費
で
賄
わ
れ
て
き
ま
し
た
。 

し
か
し
時
代
は
変
わ
っ
て
も
、
こ
の
「
公

の
監
督
」
に
服
す
る
こ
と
に
よ
り
公
的
助

成
を
受
け
る
体
質
の
ま
ま
で
、
名
誉
職
的

理
事
長
・
理
事
、
天
下
り
施
設
長
の
社
福

が
大
多
数
を
占
め
て
い
ま
す
。 

介
護
保
険
制
度
創
設
に
伴
い
、
措
置

か
ら
契
約
と
な
り
、
介
護
報
酬
を
糧
と

す
る
競
争
原
理
の
市
場
に
移
行
し
た
特

養
ホ
ー
ム
は
、
従
来
型
の
社
福
制
度
で
は

対
応
で
き
ず
、
生
き
残
れ
ま
せ
ん
。 

職
員
は
施
設
内
改
善
に
必
死
に
努
力

を
し
て
い
ま
す
が
、
法
人
内
シ
ス
テ
ム
は
理

事
長
で
な
け
れ
ば
変
え
ら
れ
ま
せ
ん
。 

社
福
制
度
を
所
管
す
る
中
村
秀
一
社

援
局
長
は
「
介
護
施
設
は
牧
歌
的
」
と
人

ご
と
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
ま
す
が
、

制
度
的
に
も
理
事
長
・
理
事
責
任
の
明

確
化
等
抜
本
的
改
革
が
必
要
で
す
。 

厚労省モデルは、家族同居の方の入所できる施設は「要介

護４･５でも４割、要介護３では１割」分しか整備しないような数

値を決めています。これでは、現状の特養ホーム待機者の解

消どころか、将来にわたって待機者は増加する一方となってし

まいます。また、要介護１・２の方は施設系サービスを利用させ

ない計画です。 

介護は自宅で「家族の介護力」と「地域介護力」で対応せよと

の考え方ですが、対応できないからこそ、介護保険制度であ

ったはずです。 

独
自
試
算 

施設は、介護施設、特定施設、GH、有料老人ホーム、ｹｱﾊｳｽ､高優賃等

『介護保険料は給付に！』 

 無駄構造をなくす 中間経費の削減！ 
◎ 要介護三段階（軽・中・重）・介護予防ゾーンと 
   一次判定シフトへ 

 
要介護認定 ７５０億円（認定審査員１５０億円・医師意見書２１５億円） 

サービスを使わない認定者８９万人（２割） １６０億円の無駄 
 
地域包括支援センター（天下り機関）から民（在宅介護支援センター）へ 

在宅介護支援センター（Ｈ１８年度） ４,７７０ヵ所廃止 

Ｈ２からの総額２,７６８億円を無駄に 
 
予防給付３,０００億円、介護予防マネジメント３５０億円（Ｈ１９） 

介護予防サービス（月２～３.６万円）に４,２００円～６,０００円（市町村補助） 

のケアプラン料をかける無駄 

参
議
院
議
員 

中
村
博
彦
の
主
張 

 
割高・劣化サービス グループホーム（約９,２００ヵ所）、小規模多機能施設

（約１,０００ヵ所）大量に・・・・「費用」対「効果」を考えない無駄 

 
介護保険制度は 
いつでも！ 

どこでも！ 
だれでも！ 

では 
なかったのか！ 

国民ニーズは
特養ホームに！  

「終末 安心の場」として、

在宅高齢者の広角サービ

ス拠点として、特養ホーム
の整備を！ 

 

介護報酬比較（基本）  
グループホーム： 260,400 円/月 

従来特養（個室）： 207,600 円/月 

（要介護２.５）   ２.５割高！ 

小規模多機能型居宅介護にいたっては、 
従来サービスの組み合せの  ４割高！ 

 (要介護３.５) 
小規模多機能型ｻｰﾋﾞｽ： 244,000 円/月   
従来ｻｰﾋﾞｽ組み合わせ： 178,100 円/月 


